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議案第９３号 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成１９年 ９ 月 ３ 日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部

を改正する条例 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例（昭和６２

年川崎市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の７黒川地区整備計画区域の表低層住宅地区Ａの区域の部建築物の

用途の制限の項、同表低層住宅地区Ｂの区域の部建築物の用途の制限の項、同

表低層住宅地区Ｃの区域の部建築物の容積率の最高限度の項及び同表中層住宅

地区Ａの区域の部建築物の容積率の最高限度の項の次に次のように加える。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

 建築物の敷地面積は、１６５平方メートル以上でなければな

らない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物

の敷地については、この限りでない。 

別表第２の７黒川地区整備計画区域の表中層住宅地区Ｂの区域の部建築物の

用途の制限の項、同表中層住宅地区Ｃの区域の部建築物の用途の制限の項及び

同表中層住宅地区Ｄの区域の部建築物の用途の制限の項の次に次のように加え

る。 
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建築物の敷地面

積の最低限度 

 建築物の敷地面積は、３００平方メートル（共同住宅を建築

する場合において、当該住戸数に２０平方メートルを乗じて得

た面積が３００平方メートルを超えるときは、当該面積）以上

でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに

類する建築物の敷地については、この限りでない。 

別表第２の７黒川地区整備計画区域の表沿道地区の区域の部建築物の用途の

制限の項の次に次のように加える。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

 建築物の敷地面積は、１６５平方メートル以上でなければな

らない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物

の敷地については、この限りでない。 

別表第２の７黒川地区整備計画区域の表複合地区の区域の部建築物の用途の

制限の項及び同表商業地区の区域の部建築物の容積率の最高限度の項の次に次

のように加える。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

 建築物の敷地面積は、３００平方メートル以上でなければな

らない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物

の敷地については、この限りでない。 

別表第２の２１片平地区整備計画区域の表低層住宅地区Ａの区域の部及び同

表低層住宅地区Ｂの区域の部に次のように加える。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

 建築物の敷地面積は、１５０平方メートル以上でなければな

らない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物

の敷地については、この限りでない。 

別表第２の２１片平地区整備計画区域の表複合地区の区域の部建築物の建ぺ

い率の最高限度の項の次に次のように加える。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

 建築物の敷地面積は、２００平方メートル以上でなければな

らない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物

の敷地については、この限りでない。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

黒川地区地区計画及び片平地区地区計画の区域内における建築物に係る制限

に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定するものである。 
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